
韓国ベビーボックスの 
過去、現在、そして未来



使命の発見

普通の会社人だったイさん…重症障害を患っている
子供達の面倒を見ながら使命を悟る。 



活動の開始 

この世の中に一人ぼっちで残された子供… 
１９９９年、この子との出会いを通して活動が開始された。  



共同体の家を用意

２００３年、ソウルの高台にある村に共同体の家を準備した。 





箱に入れられた状態で発見された赤ん坊 

２００７年５月とても寒い早朝, 障害をもった赤ん坊が段ボール箱に

入れられた状態で家の前に捨てられていた。



韓国初のベビーボックスの設置

２００９年１２月、, 教会の壁にベビーボックスを設置した。 

外から見たベビーボックス

• 横　70cm X 縦　60cm X 幅　40cm  
• 子供が入れられたら知らせる警報設置

• 内部の温度維持のために温熱パッドも設置 



一番最初の赤ん坊 



区分 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 計

ナンゴク         4 37    79      252       253       242       223       210  1,300 

軍浦  -  -  -  -   27    36 29 13  105 

계   4 37    79       252    280     278 252  223 1,405 

２０１２年８月

養子縁組特例法
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年度別ベビーボックスでの赤ん坊保護数

２０１２年以降急激に増えた赤ん坊の保護数... 
その背景には２０１２年８月に施行された養子縁組特例法がある。

※ 2014年7月 京畿道 軍浦に２つめのベビーボックス設置 (セガナアン教会)



未婚母が処する状態

養子縁組特例法

韓国の乳児遺棄の要因

• 根本的要因:  未婚母を取り巻く劣悪な社会-経済的な条件

• 二次的要因: 養子縁組する時、出生届を義務化する養子縁組特例法



ベビーボックス使用理由

養子縁組特例法　争点 事項

出生届の

義務化

養子縁組

熟慮制

養子縁組の

許可制

その他

28% (36件)

乳児遺棄とベビーボックス 

未婚の母たちによると、赤ん坊をベビーボックスに連れてくる主な理由は

“養子縁組の際に出生届を義務化している養子縁組特例法”だという

※ ２０１７年１～９月 ベビーボックスを訪れた 未婚母
たちを対象にした 相談結果



出生届と子供の進路

生みの親が出生届をしたか、していないかによって赤ん坊の人生が大きく

分かれる。

出生届をしなかった場合, 赤ん坊の生命権と幸福権は深刻に脅かされる。

未婚母

出生届
可否

実の親が養
育する？

実の親の養育

養子縁組

家庭

養子縁をする家庭

ベビー
ボックス

人身売買

遺棄

保育園

後遺障害又は死亡



環境変化に対するジュサラン共同体の対応 

養子縁組特例法施行後, 変化した環境に対応するために社会福祉関連

事業を教会から分離させ、ジュサラン共同体を設立し, 障害者のための事

業と乳児保護事業を区分して各事業の専門性をあげた。

障害者のた

めの共同体

事務局

２０人程度の障害者たちと家族をつくり、共に
生活する

共同体の事業を指揮し支援する 

遺棄の危険にさらされている赤ん坊を救助し、
未婚の母とその子供達の世話をする事業

ジュサラン共同体



ベビールームの運営

２０１５年７月、 赤ん坊に対する、より安全な保護と未婚の母に対するより

積極的な相談のために、施設を改装しベビールームを作った。

(ベビーボックスとベビールームを同時に運営)



センター長

相談チーム
(3人)

保育チーム
(3人)

ベビーボックスの組織

職員を増員し、支援体制を構築して、２４時間相談体制/保育施設



ベビーボックス相談プロセスと内容

4th. Step
• 生み親　養育 教育 : ベビーボックス支援の説明 
• 養子縁組の勧め: ベビーボックスの支援の説明

5th. Step
• 生みの親の手紙作成

• 赤ん坊の物品確認

6th. Step
• 赤ん坊と親のための相談員による祈り 

2nd. Step
• 未婚母の 事情聴取 : 相談記録の作成

1st. Step
• 称賛と慰労 : 関係（Rapport)形成

3rd. Step
• 宗教的/倫理的な教育、性教育

                “不幸な事がまた起こる事がないように … ” 



別添) 赤ん坊の記録, 相談記録用紙 



別添) 赤ん坊の親による手紙



出生
届

ベビーボックス業務 手順

親が訪問

相談

養子縁組勧告

養育勧告

養子縁組

15% YES

17% YES

• 委託養育の支援

• 養育支援(物品, 金銭)
• 住居支援

• 養子縁組検討期間の母子の保護

• 養子縁組期間の連結

出生
届

警察通報
赤ん坊引き渡し

約95% は赤ん坊の親と会って相談実施

約65~70%が遺棄届の後, 国の施設に引き渡される

No

No

一時保護 　ベビーボックスで３～４日保護 
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관할구청방문

아기인도

보육원
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아동복지센터

(일시보호)

서울시립병원

(건강검진)

警察に通報後の赤ん坊の進路

社会において

※ 保育園入園後６か月以内に , 保育園長が後見人資格を持って子供の出生届をする. 
以後養子縁組の場合以外は満１８歳まで養護施設で保護する。  

遺棄児童
申告

警察訪問
調査

管轄行政
が赤ちゃんを

預ける

ソウル私立病院
（健康診断）

児童
福祉センター
（一時保護）

保育園
（出生届）



生命運動

法律活動

未婚母事業

ベビーボッ

クス

プロライフ 運動 (性に対する教育も含め) 
反生命立法 阻止下 プロライフ立法 推進  

養育未婚母支援事業

• 未婚母の子供委託サービス 
• 結婚する未婚母の子供の養育支援 (ベビーケアキット など)
• 住居などの生活費支援、 教育支援

未婚母に対する積極的な支援にも関わらず、 未婚母が出生届

を出す事ができない場合、未婚母と子供に対して最後の緊急救
済場所としてベビーボックスを運営. 

幼児保護事業

ベビーボックス幼児たちに対しての 事後管理 

• 積極的養子縁組推進を通して 第２の家族を探す。

• 養護施設での保護終了児童への支援 (長期プロジェクト)

Post BABYBOX

Pre BABYBOX

ベビーボックスがしている仕事

ベビーボックスは、未婚母子の最初のあるいは最高の選択肢ではなく最
後の手段でなくてはならない。そのため、ベビーボックスは未婚母がベ

ビーボックスに来ることがないように多様な支援活動を前もって行っている。 



別添) ベビーボックス関連主要統計 1

2017年 月別ベビーボックス 保護乳児数

(単位: 人)

月平均　１７．５



別添)　ベビーボックス関連 主要統計 ２

２０１７年 主要 項目別 構成比(210人基準)



区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

短期委託 保護
（６か月以下)

4 5 9 7 5 5 7 4 4 4 6 5 65

入所 未婚母 家庭 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 21

無料出産利用 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4

ベビーケアキット

(養育物品ボックス)
62 64 62 62 65 65 63 64 64 64 65 62 762

生活費支援

(15~25万ウォン)
2 2 6 11 11 12 12 13 13 13 15 17 128

別添) ベビーボックス関連 主要統計 ３

2017年 主要事業 実績



ベビーボックスに対する社会の視線 (世論, 政府, 国民)

過去の賛否両論的態度から転換,ベビーボックスに対して 
肯定的な報道が主流

ベビーボックス関連立法(匿名出産制度)に対しても肯定的
な記事が増えてきている 

過去の積極的な反対 / 否定的な圧力から転換, 比較的 
中立的な立場をとる. (代替方法がないことを認める)

しかし合法化に対しては関連法律がない事を理由に否定

的な立場 

大多数の国民がベビーボックスと関連した話題を知ってい

る 

一部進歩的な市民団体の反対があるが、大多数の国民は 
ベビーボックスに対して肯定的である

2017年の一年間で約130回、ベビーボックス関連の世論報道があり、
これらは国民世論と政府の態度に比較的大きな影響を与えた。  



PRE BABYBOX 事業 

• 未婚母への福祉向上

• ベビーボックスに来る乳児の

最小化

未婚母福祉センター運営 

保育サービス 提供を通して未婚母
の仕事, 家庭両立支援強化 

立法活動

“妊婦支援のもと匿名出産特例法 ”

“養子縁組特例法” 改悪阻止

養子縁組の活性化

養護施設に行く前の段階での養子
縁組の活性化

POST BABYBOX 事業 

• ベビーボックス出身の子供達の

福祉増進

乳児を一時的に保護する施設を設

立 /運営

ベビーボックス出身の児童たちに対
してのお世話を強化

養子縁組促進のための前哨基地の
役割

養護施設に住んでいる児童に対し
ての支援

養育支援のもと奨学事業

保護終了後の支援事業

社会進出支援

基本
方針

主要
内容

今後の計画



ジュサラン共同体のビジョン

1) 海外への ベビーボックス設置のもとベビーボックスを通して救済された児童に対する 国際 1:1 スポンサーシッププログラムの 運営  

ジュサラン

共同体
ベビーボッ

クス

障害者

共同体

未婚母福
祉センター

乳児一時保
護所

治療

センター

障害者

保護事業長

ベビーボック
スインターナ
ショナル

1)

現在

2~5年後

5~10年後


